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産業労働部 

産業労働常任委員会資料 

令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日 



（単位：百万円）

（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

9,743,000

9,632,000

新 ①

原油価格や原材料価格高騰等への対策として、より支援の必要性・緊急性
の高い売上の減少した中小法人・個人事業主等に一時支援金を支給

 ○事業内容

 
 
 ○支給時期 R4.7月受付開始、R4.9月支給完了(予定)

9,632,000

②

原油価格高騰による原油仕入価格や原材料調達コスト増加の影響を受ける
中小企業者の資金繰りを支援

 ○実施内容 融資要件の緩和(継続)　直近3ヶ月→1ヶ月

－
原油価格高騰関連中小企業
への資金繰り支援
（詳細　P6）

事　業　名

Ⅰ 原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動の支援

(1)企業等の事業継続支援

原油価格・物価高騰対策一
時支援金の支給
(詳細　P5）

２　事業の概要

令和４年度６月補正予算（緊急対策）について（産業労働部）

１　補正の規模

(既定融資枠対応)

区　　分

対象業種

支給対象

・①のうち、売上減少
　率が50％以上の者
・②の者

・①のうち、売上減少
　率が30％以上50％
　未満の者

中小法人　 30万円
個人事業主 15万円

中小法人　 20万円
個人事業主 10万円

内　　　容

①事業復活支援金(国制度)の受給者
②経営円滑化貸付(原油価格対策、原材料
　価格・ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)の利用者

支 給 額

全　業　種

区分 対象要件

経営円滑化貸付
(原油価格対策)

最近1ヶ月間※の売上高に占める原油
等の平均仕入価格の割合が前年同期
より増加等

同
(原材料価格･ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｺｽﾄ対策)

・最近1ヶ月間※の売上原価が前年
　同期比10%以上増加
・最近1ヶ月間※の売上総利益が前年
　同期比で減少　等

※緩和前　3ヶ月

国庫 特定 起債 一般

一　般　会　計 9,793 9,743 50 0 0

参考：県全体の補正予算額
（一般会計） 14,252 14,039 211 0 2

区 　　　 分 提案額
財源内訳

Ⅰ 予算関係
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額事　業　名

③

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されることから、新型コロナ
ウイルス対策貸付、経営活性化資金及び借換等貸付の融資実行期限をR4.6
月末からR4.10月末まで延長

 ○実施内容

－

④

県内の旅行・宿泊の割引を支援する「ふるさと応援！ひょうごを旅しよう
キャンペーン＋（プラス）」について、キャンペーン期間を6月1日～6月
30日まで延長

 ○対象地域を兵庫県民に加え８府県に拡大
　(滋賀県･京都府･大阪府･和歌山県･鳥取県･岡山県･徳島県･香川県)
 ○ワクチン接種要件　３回接種または検査陰性

－

111,000

①

原油価格等の高騰に対応するために実施する省エネ設備の導入によるビジ
ネスモデル転換等のための特別枠を創設

 ○事業内容

106,000

新 ②

国際情勢の緊張等により中小企業へのサイバー攻撃が深刻化していること
から、既存の国・県・関係団体が実施する各種支援制度に繋ぐため、最も
入口段階の「気づき」を支援

 ○実施内容 PR動画・チラシ作成等
 ○啓発内容 攻撃の脅威や対策の必要性、国等の各種支援策の紹介など
 ○広報手法 団体※HP・会報への掲載、DM送付　等
　　　　　　※県商工会議所連合会、県商工会連合会、
　　　　　　　県中小企業団体中央会、県中小企業家同友会

5,000

中小企業への運転資金支援
（詳細　P6）

中小企業等における新事業
展開の支援
（詳細　P8）

(参考)
ふるさと応援！ひょうごを
旅しようキャンペーン＋
（プラス）の期間延長・対
象拡大(R3.2月補正事業)
（詳細　P7）

(2)省エネ化・新事業展開への支援 

中小企業におけるサイバー
セキュリティ対策の強化
（詳細　P8）

(既定融資枠対応)

（明許繰越

予算を活用）

R3年度

3月 4月 6月

→これらの継続した事業実施により、約550万泊分の支援を目指す

国新GoTo

R4年度

旅行･宿泊
割引支援

旅行･宿泊割引
支援ﾌﾟﾗｽ

(延長中)

ふるさと応援！

ひょうごを

旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

資　金　名 融資実行期限 利　率
融資期間
(据置期間)

融資限度額

新 型 ｺ ﾛ ﾅ ｳ ｲ ﾙ ｽ
対 策 貸 付

0.70% 10年(2年) 2.8億円

経営活 性化資金
金融機関
所　　定

5,000万円

借 換 等 貸 付 0.70% 2.8億円

伴走型 経営支援
特 別 貸 付

R5.3月末まで 0.90%
10年(5年)

以内
6,000万円

（延長）
R4.10月末まで 10年(1年)

以内

区分
現行

(R3.12月補正)
原油価格・物価高騰等
緊急対策枠(R4.6月補正)

対 象 者
対象3ヶ月の売上高が、基準3ヶ月と
比較して10％以上減少等
※コロナ前後で比較

対象1ヶ月の売上高が、基準1ヶ月
と比較して10％以上減少等
※R4.1月以降とR3年以前で比較

対象経費
建物改修費、設備費、

ｼｽﾃﾑ購入費、広告宣伝費等

左記に加え、省エネ設備等導入費
(全体経費の50％以上を

占めることが必要)

補助金額
35万円、50万円、75万円
※事業費に応じて定額

同左
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額事　業　名

50,000

①

県内在住の親族・知人等を頼って本県に一時避難した方々が安心・安全に
過ごすことができるよう、ふるさと寄附金を活用し、生活準備及び日常生
活への支援を実施
※(公財)兵庫県国際交流協会へ補助

50,000

(a)

県内へのウクライナ避難民に対して生活に必要な支援金を支給

 ○支援金　214万円/世帯
　 ・生活準備のための一時滞在支援  20万円/世帯
 　・生活開始のための一時支給　　  50万円/世帯
 　・生活費(食費含む)　　　　　　 144万円/世帯

45,000

(b)
各種支援機関・市町等と連携を図り、避難民への日常生活支援(通訳含む)
を実施
 ※外国人支援団体等に支援コーディネータ－業務を委託

3,000

(c)
日常生活や就労に関する、県・市町・企業等による公民連携の支援体制を
構築（R4.4.28～)

2,000

9,793,000

Ⅱ 県民生活の安定化に向けた支援

ウクライナ避難民への生活
支援
(ひょうごウクライナ支援
プロジェクト）
（詳細　P9）

ひょうごウクライナ避
難民支援サイトの開設
等

ウクライナ避難民生活
支援金

避難民への日常生活支
援

※今回新たに実施する事業は｢新｣と表記

合　　　　計

(基金繰入金)
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原油価格高騰等による影響の緩和

■原油価格・物価高騰対策一時支援金：96億円

１ 原油価格や原材料価格高騰等への対策として、より支援の必要性・緊急性の高い売上

の減少した中小法人・個人事業主等に一時支援金を支給

２ 国制度(事業復活支援金)の支給を受けた事業者を対象とすることで、手続きの簡素化

と迅速な支給を実現し、事業者の経済活動を下支え

区 分 内 容

対象業種 全 業 種

支給対象
①事業復活支援金(国制度)の受給者
②経営円滑化貸付(原油価格対策、原材料価格・

ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)の利用者

支 給 額

・①のうち、売上減少率
が50％以上の者

・②の者

・①のうち、売上減少率
が30％以上50％
未満の者

中小法人 30万円
個人事業主 15万円

中小法人 20万円
個人事業主 10万円

申請･支給
時 期
(予 定)

令和4年7月 受付開始

令和4年9月 支給完了

【参考】国制度｢事業復活支援金｣

対象月(R3.11～R4.3月)の売上が、基準

月の売上と比較して30％以上減少した者(地

域・業種を問わない)

売上高
減少率

個人

法人（年間売上高）

1億円以下 1～5億円 5億円超

50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

30～50% 30万円 60万円 90万円 150万円

Ⅰ 経済活動の支援

【新】
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(中小企業への資金繰り支援の強化)

■中小企業への資金繰り支援の強化：(既定融資枠対応)

１ 原油価格高騰による影響を受ける事業者への融資要件緩和を継続(直近3ヶ月→1ヶ月)

Ⅰ 経済活動の支援

対 象 資 金 融資実行期限 利 率
融資期間

(据置期間)
融資限度額

① 新型コロナウイルス貸付

R4.10月末まで延長
(現行:R4.6月末)

0.70％ 10年(2年) 2.8億円

② 経 営 活 性 化 資 金 金融機関所定 10年(1年)
以内

5,000万円

③ 借 換 等 貸 付 0.70％ 2.8億円

④
伴 走 型 経 営 支 援

特 別 貸 付
R5.3月末まで 0.90％

10年(5年)

以内
6,000万円

対 象 資 金 対象要件 利率
融資期間

(据置期間)

融 資

限度額

経 営 円 滑 化 貸 付

( 原 油 価 格 対 策 )

最近1ヶ月間※の売上高に占める原油等の平均

仕入価格の割合が前年同期より増加等

0.80％
10年

(2年)
１億円

同
(原材料価格･
ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)

・最近1ヶ月間※の売上原価が前年同期比
10%以上増加

・最近1ヶ月間※の売上総利益が前年同期
比で減少 等

※緩和前：3ヶ月
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■ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン＋（プラス）の

期間延長・対象拡大

１ 県内の旅行・宿泊の割引を支援する「ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン＋

（プラス）」について、キャンペーン期間を６月１日～６月30日まで延長

２ 対象地域を兵庫県民に加え８府県に拡大

（滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県）

３ ワクチン接種要件 ３回接種または検査陰性

(参考) 観光業に対する支援Ⅰ 経済活動の支援

R4.3月～ ４月 ６月

県民割
(ふるさと応援！ひょうご

を旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)※延長中
国新GoTo 旅行・宿泊割引支援 旅行･宿泊割引支援

事業(県版GoTo) 事業ﾌﾟﾗｽ

（夏休み期間及び年末年始は除く）

これらの継続した事業実施により、約550万泊分の支援を目指す
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省エネ化・新事業展開の支援Ⅰ 経済活動の支援

■中小企業等における新事業展開の支援：1.1億円

原油価格等の高騰に対応するために実施する省エネ設備の導入によるビジネスモデル転換等

のため、新事業展開応援事業に特別枠を創設

■中小企業等におけるサイバーセキュリティ対策の強化：500万円

国際情勢の緊張等により中小企業へのサイバー攻撃が深刻化していることから、既存の

各種支援制度へ繋ぐため、最も入口段階の「気づき」を支援

ステップ 気 づ き 学 び 相 談 実 装

内 容

【県】 【県(県警)】 【国・県等】 【国】

攻撃の脅威や対策の必要性、
各種支援施策を紹介・啓発
（PR動画、チラシ作成等）

商工会議所等と
連携したｾﾐﾅｰ実施

中小企業119
経営専門家派遣

ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ設置等

ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｻｰﾋﾞｽ利用料支援
・補助率1/2
・補助額 最大100万円

既 存 支 援 策今 回 対 策

【新】

区 分 現行(R3.12月補正) 原油価格・物価高騰等緊急対策枠(R4.6月補正)

対 象 者
対象3ヶ月の売上高が、基準3ヶ月と比較

して10％以上減少等 ※コロナ前後で比較
対象1ヶ月の売上高が、基準1ヶ月と比較して

10％以上減少等 ※R4.1月以降とR3年以前で比較

補助金額

対象経費 建物改修費、設備費、システム購入費 等
左記に加え、省エネ設備導入費

(省エネ設備導入費が全体経費の50％以上を占めることが必要)

事業費 補助金額

50万円以上 ～ 70万円未満 35万円

70万円以上 ～ 100万円未満 50万円

100万円以上 ～ 150万円未満 75万円
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ひょうごウクライナ支援プロジェクト

■ウクライナ緊急支援プロジェクトへのふるさと寄附金を活用した
ウクライナ避難民の支援：5,000万円

県内在住の親族・知人を頼って本県に一時避難した方々が安心・安全に過ごすことができる

よう、生活準備及び日常生活支援を実施

１ ひょうごウクライナ避難民生活支援金：4,500万円

・ 生活準備のための一時滞在支援 ： 20万円/世帯

・ 生活開始のための一時金支給 ： 50万円/世帯

・ 生活費（食費含む） ： 144万円/世帯

２ 避難民への日常生活支援：300万円

・ 外国人支援団体等に支援コーディネーター業務を委託

・ 各種支援機関・市町等と調整を図り、避難民への日常支援（通訳含む）を実施

３ ひょうごウクライナ避難民支援サイトの開設：200万円

・ 県・市町・企業等による公民連携の支援体制を構築(R4.4.28開設済）
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①第70号議案 兵庫県立但馬ドーム修繕工事請負契約の締結 

 

  兵庫県立但馬ドーム修繕工事に係る請負契約を次のとおり締結しようとする。 

 

 １ 工事名 

   兵庫県立但馬ドーム修繕工事 

 ２ 契約金額 

   735,560,100円  

 ３ 契約の相手方 

   神戸市兵庫区和田崎町
わださきちょう

１丁目１番１号 

   三菱重工機械システム株式会社 

    代表取締役 池田
い け だ

 直
なお

昭
あき

 

 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    兵庫県立但馬ドーム（豊岡市日高町名色） 

  (2) 工事内容 

    金属壁・金属屋根等の施設躯体に係る修繕 

  (3) 工期 

    令和５年３月 31日限り 

 ５ 契約の状況 

  (1) 契約の方法 

    随意契約 

  (2) 随意契約の理由 

    三菱重工機械システム株式会社は、平成10年９月に竣工した本施設の建築工事を請け負って

おり、開閉式屋根を備えるなど特殊な構造を持つ建築物である本施設の修繕工事を行うことが

可能な者は、施行者である同者のみであること。 

 

Ⅱ 条例等関係 


